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（
財
政
金
融
委
員
会
）

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
に
よ
る
国
債
整
理

基
金
の
資
金
の
一
部
を
運
用
し
た
国
の
無
利
子
の
貸
付
制
度
に
つ
い
て
整
備
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う
財
源
措
置

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ

る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
」
と
い
う

）
そ
の
他
関
係
法
律

。

に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
等
に
規
定
す
る
国
の
無
利
子
貸
付
制
度
の
見
直
し

１

事
業
収
益
に
よ
り
償
還
財
源
が
賄
わ
れ
る
収
益
回
収
型
（
Ａ
タ
イ
プ
）
の
無
利
子
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者

が
収
益
施
設
と
併
せ
て
街
路
、
下
水
道
等
の
公
共
施
設
を
自
ら
整
備
す
る
事
業
等
を
貸
付
対
象
に
追
加
す
る
。

２

将
来
の
国
庫
補
助
金
を
償
還
財
源
と
す
る
補
助
金
型
（
Ｂ
タ
イ
プ
）
の
無
利
子
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
貸
付
対
象
事
業

を
、
民
間
投
資
の
拡
大
又
は
地
域
に
お
け
る
就
業
機
会
の
増
大
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
社
会
資
本
を
整
備
す
る
も
の
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で
あ
っ
て
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
に
改
め
る
。

ま
た
、
国
の
直
轄
事
業
に
つ
い
て
も
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
に
よ
る
国
債
整
理
基
金
の
資
金
の

一
部
を
運
用
で
き
る
こ
と
と
し
、
国
の
会
計
間
に
お
け
る
所
要
の
繰
入
れ
及
び
繰
戻
し
の
規
定
を
整
備
す
る
。

３

民
間
活
力
を
活
用
し
て
施
設
整
備
を
行
う
民
活
型
（
Ｃ
タ
イ
プ
）
の
無
利
子
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
普

及
を
促
進
す
る
た
め
、
貸
付
対
象
事
業
に
民
間
事
業
者
に
よ
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
追
加
す
る
。

二
、
そ
の
他
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備

１

社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
に
定
め
る
無
利
子
の
貸
付
制
度
の
枠
組
み
の
下
、
貸
付
対
象
事
業
に
関
連
す
る
別
の
法
律

に
お
い
て
無
利
子
貸
付
け
の
直
接
の
根
拠
を
定
め
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

２

新
た
な
経
理
処
理
を
要
す
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
、
関
連
の
特
別
会
計
法
に
お
け
る
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

３

そ
の
他
の
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
い
、
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
と
合
わ
せ
て
九
十
四
法
律

の
改
正
を
行
う
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


